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主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

令
和
六
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
額
の
算
定
に
用
い
る
係
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定

四
件
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○ 

土
地
改
良
区
定
款
の
変
更
認
可 
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○ 

土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
認
可

二
件
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家
畜
の
伝
染
病
予
防
検
査
の
実
施 
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○ 

家
畜
の
伝
染
病
予
防
注
射
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

○ 

道
路
区
域
の
変
更

二
件
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○ 

道
路
の
供
用
開
始

二
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

○ 

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

千
葉
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
場
所
の
廃
止 
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公 
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○ 

公
共
測
量
の
実
施

十
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

○ 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

○ 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七 

 
 

監
査
委
員
公
告 

○ 

千
葉
県
職
員
措
置
請
求
の
監
査
結
果
の
公
表 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
百
六
十
六
号 

 

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令

昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号

第
九

条
第
三
項

第
五
項
及
び
第
八
項

第
十
条
第
三
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
六
項

の
規
定
に
よ
り

令
和
六
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
額
の
算
定
に
用
い
る
医
療
費
指
数

反
映
係
数
そ
の
他
の
係
数
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

係 

数 

の 

種 

類 

係 

数 

の 

数 

値 

医
療
費
指
数
反
映
係
数 

一 

一
般
納
付
金
所
得
係
数 

一
・
一
二
八
〇
六
〇
四
一
三
六
一
八
三 

 
 

 
 

一
般
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数 

一
・
〇
八
六
二
〇
七
七
九
三
六
六
六
一 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
所
得
係
数 

一
・
一
一
五
九
二
七
六
四
四
一
七
九
六 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数 

〇
・
九
九
九
九
九
九
九
九
九
四
二
三
五 

介
護
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数 

一
・
〇
七
五
三
六
〇
三
七
四
二
六
〇
二 

介
護
納
付
金
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数 

〇
・
九
九
九
九
九
九
九
九
八
二
九
四
一 

  

千
葉
県
告
示
第
百
六
十
七
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
有
害

物
質
に
よ

て
汚
染
さ
れ
て
お
り

土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

 

 

な
お

当
該
区
域
は

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号

第
五
十

八
条
第
五
項
第
十
二
号
に
該
当
す
る
区
域
で
あ
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
す
る
区
域 

君
津
市
君
津
一
番
の
一
部

別
図
の
と
お
り

 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種

類 

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

シ
ア
ン
化
合
物

一
・
一―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

水
銀
及
び
そ
の
化
合
物

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化

合
物

一
・
一
・
一―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物

ふ

素
及
び
そ
の
化
合
物

ベ
ン
ゼ
ン
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種

類 

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

シ
ア
ン
化
合
物

水
銀
及
び
そ
の
化
合

物

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物

ふ

素
及
び
そ
の

化
合
物
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物 

 

別
図

は

省
略
し

千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

 

千
葉
県
告
示
第
百
六
十
八
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
有
害

物
質
に
よ

て
汚
染
さ
れ
て
お
り

土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

 

 

な
お

当
該
区
域
は

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号

第
五
十

八
条
第
五
項
第
十
二
号
に
該
当
す
る
区
域
で
あ
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
す
る
区
域 

君
津
市
君
津
一
番
の
一
部

別
図
の
と
お
り

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

6

年

3 

月

19

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１３９２３号 令和 6 年 3 月 19 日（火曜日） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種

類 

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

シ
ア
ン
化
合
物

一
・
一―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

水
銀
及
び
そ
の
化
合
物

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化

合
物

一
・
一
・
一―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物

ふ

素
及
び
そ
の
化
合
物

ベ
ン
ゼ
ン
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種

類 

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

シ
ア
ン
化
合
物

水
銀
及
び
そ
の
化
合

物

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物

ふ

素
及
び
そ
の

化
合
物
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物 

 

別
図

は

省
略
し

千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

 

千
葉
県
告
示
第
百
六
十
九
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
有
害

物
質
に
よ

て
汚
染
さ
れ
て
お
り

土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

 

 

な
お

当
該
区
域
は

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号

第
五
十

八
条
第
五
項
第
十
二
号
に
該
当
す
る
区
域
で
あ
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
す
る
区
域 

袖
ケ
浦
市
中
袖
二
番
一
の
一
部

別
図
の
と
お
り

 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種

類 

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ

素
及
び
そ
の
化
合
物 

 

別
図

は

省
略
し

千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

 

千
葉
県
告
示
第
百
七
十
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
有
害

物
質
に
よ

て
汚
染
さ
れ
て
お
り

土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

 

 

な
お

当
該
区
域
は

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号

第
五
十

八
条
第
五
項
第
十
二
号
に
該
当
す
る
区
域
で
あ
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
す
る
区
域 

袖
ケ
浦
市
中
袖
三
三
番
二
の
一
部
及
び
三
三
番
三
の
一
部

別
図
の
と
お
り

 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種

類 

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ

素
及
び
そ
の
化
合
物 

 

別
図

は

省
略
し

千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

 

千
葉
県
告
示
第
百
七
十
一
号 

 

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

千
葉
市
板

倉
大
椎
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
六
年
三
月
八
日
付
け
で
認
可
し
た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
百
七
十
二
号 

 

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

鹿
島
川
土
地
改
良
区
の
鹿
島
川
地
区
に
お
け
る
土
地
改
良
事
業

農
業

用
用
排
水
施
設
の
管
理

計
画
の
変
更
を
令
和
六
年
三
月
十
一
日
付
け
で
認
可
し
た

 

 

こ
の
認
可
に
つ
い
て
は

こ
の
認
可
が
あ

た
こ
と
を
知

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内

に

千
葉
県
を
被
告
と
し
て

訴
訟
に
お
い
て
千
葉
県
を
代
表
す
る
者
は
千
葉
県
知
事
と
な
る

処

分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る

な
お

こ
の
認
可
が
あ

た
こ
と
を
知

た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
で
あ

て
も

こ
の
認
可
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る

と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
百
七
十
三
号 

 

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

市
原
市
海
上
土
地
改
良
区
の
市
原
市
海
上
地
区
に
お
け
る
土
地
改
良
事

業

農
業
用
用
排
水
施
設
の
管
理

計
画
の
変
更
を
令
和
六
年
三
月
十
一
日
付
け
で
認
可
し
た

 

 

こ
の
認
可
に
つ
い
て
は

こ
の
認
可
が
あ

た
こ
と
を
知

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内

に

千
葉
県
を
被
告
と
し
て

訴
訟
に
お
い
て
千
葉
県
を
代
表
す
る
者
は
千
葉
県
知
事
と
な
る

処

分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る

な
お

こ
の
認
可
が
あ

た
こ
と
を
知

た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
で
あ

て
も

こ
の
認
可
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る

と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
百
七
十
四
号 

 

家
畜
伝
染
病
予
防
法

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

牛
及

び
水
牛
の
流
行
性
脳
炎
検
査

ブ
ル
セ
ラ
症
検
査

結
核
検
査

ヨ

ネ
病
検
査

ブ
ル

タ
ン
グ
検

査

ア
カ
バ
ネ
病
検
査

チ

ウ
ザ
ン
病
検
査

牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
検
査

牛
伝
染
性
リ
ン
パ
腫
検

査

ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
検
査

イ
バ
ラ
キ
病
検
査
及
び
牛
流
行
熱
検
査

牛

水
牛

め
ん
羊
及



  

三 
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び
山
羊
の
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
検
査

豚
の
オ

エ
ス
キ

病
検
査

豚
繁
殖
・
呼
吸
障
害
症
候
群
検
査

及
び
豚
流
行
性
下
痢
検
査

豚
及
び
い
の
し
し
の
豚
熱
検
査
及
び
ア
フ
リ
カ
豚
熱
検
査

鶏

あ
ひ
る

う
ず
ら

き
じ

だ
ち

う

ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
及
び
七
面
鳥

以
下

家
き
ん

と
い
う

の
高
病
原
性

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
検
査
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
検
査

鶏
の
サ
ル
モ
ネ
ラ
・
プ
ロ

ラ
ム

に
よ
る
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
症
検
査
及
び
鳥
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
症
検
査
並
び
に
蜜
蜂
の
腐
蛆そ

病
検
査
を
次

の
と
お
り
実
施
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

実
施
の
目
的 

 

１ 

牛
及
び
水
牛
の
ブ
ル
セ
ラ
症

結
核

ヨ

ネ
病

牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
及
び
牛
伝
染
性
リ
ン
パ

腫

牛

水
牛

め
ん
羊
及
び
山
羊
の
伝
達
性
海
綿
状
脳
症

豚
の
オ

エ
ス
キ

病

豚
繁
殖
・

呼
吸
障
害
症
候
群
及
び
豚
流
行
性
下
痢

豚
及
び
い
の
し
し
の
豚
熱

鶏
の
鳥
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
症

並
び
に
蜜
蜂
の
腐
蛆そ

病
の
発
生
予
防
の
た
め 

 

２ 

牛
及
び
水
牛
の
流
行
性
脳
炎

ブ
ル

タ
ン
グ

ア
カ
バ
ネ
病

チ

ウ
ザ
ン
病

ア
イ
ノ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症

イ
バ
ラ
キ
病
及
び
牛
流
行
熱

豚
及
び
い
の
し
し
の
ア
フ
リ
カ
豚
熱

家
き
ん
の
高

病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
並
び
に
鶏
の
サ
ル
モ
ネ
ラ
・
プ

ロ

ラ
ム
に
よ
る
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
症
の
発
生
予
察
の
た
め 

二 

実
施
す
る
区
域 

 
 

県
内
全
域 

三 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 

１ 

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛

水
牛

め
ん
羊

山
羊

豚

い
の
し
し
又
は
蜜
蜂
で

各

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
た
も
の 

 

２ 

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
鶏
で
種
卵
採
取
を
目
的
と
す
る
も
の
及
び
実
施
区
域
内
で
飼
育
し

て
い
る
家
き
ん
で
各
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
た
も
の 

 

３ 

実
施
区
域
内
で
死
亡
し
た
牛
又
は
水
牛
の
死
体
で

各
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
た
も

の 

 

４ 

実
施
区
域
内
で
月
齢
又
は
推
定
月
齢
が
満
十
八
月
以
上
で
死
亡
し
た
め
ん
羊
又
は
山
羊
の
死
体

で

各
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
た
も
の 

四 

実
施
の
期
日 

 
 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

各
家
畜
保
健
衛
生
所
長

が
そ
れ
ぞ
れ
指
定
す
る
日 

五 

検
査
の
方
法 

 

１ 

牛
及
び
水
牛
の
ブ
ル
セ
ラ
症
検
査
に
あ

て
は

血
清
学
的
検
査

急
速
凝
集
反
応
法
及
び
酵
素

免
疫
測
定
法

剖
検

病
理
組
織
検
査

細
菌
検
査

疫
学
的
検
査

臨
床
検
査
そ
の
他
必
要
と

認
め
る
検
査 

 

２ 

牛
及
び
水
牛
の
結
核
検
査
に
あ

て
は

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
検
査

剖
検

病
理
組
織
検
査

細
菌

検
査

組
織
検
体
の
遺
伝
子
学
的
検
査

疫
学
的
検
査

臨
床
検
査
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
検
査 

 

３ 

牛
及
び
水
牛
の
ヨ

ネ
病
検
査
に
あ

て
は

予
備
的
抗
体
検
出
法
に
よ
る
検
査

遺
伝
子
学
的

検
査

ヨ

ニ
ン
検
査

血
清
学
的
検
査

補
体
結
合
反
応

疫
学
的
検
査

臨
床
検
査

細
菌

検
査
そ
の
他
必
要
な
検
査 

 

４ 

牛
及
び
水
牛
の
流
行
性
脳
炎
検
査

ブ
ル

タ
ン
グ
検
査

ア
カ
バ
ネ
病
検
査

チ

ウ
ザ
ン
病

検
査

ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
検
査

イ
バ
ラ
キ
病
検
査
及
び
牛
流
行
熱
検
査
に
あ

て
は

血

清
学
的
検
査

中
和
試
験

疫
学
的
検
査
及
び
臨
床
検
査 

 

５ 

牛
及
び
水
牛
の
牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
検
査
に
あ

て
は

血
清
学
的
検
査

酵
素
免
疫
測
定
法
及

び
中
和
試
験

遺
伝
子
学
的
検
査

疫
学
的
検
査
及
び
臨
床
検
査 

 

６ 

牛
及
び
水
牛
の
牛
伝
染
性
リ
ン
パ
腫
検
査
に
あ

て
は

疫
学
的
検
査

臨
床
検
査

剖
検

血

液
学
的
検
査

血
清
学
的
検
査

酵
素
免
疫
測
定
法

遺
伝
子
学
的
検
査

ウ
イ
ル
ス
学
的
検
査

及
び
病
理
組
織
検
査 

 

７ 

牛

水
牛

め
ん
羊
及
び
山
羊
の
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
検
査
に
あ

て
は

疫
学
的
検
査
及
び
臨

床
検
査 

 

８ 

豚
の
オ

エ
ス
キ

病
検
査
に
あ

て
は

血
清
学
的
検
査

酵
素
免
疫
測
定
法

ラ
テ

ク
ス

凝
集
反
応

中
和
試
験
及
び
抗
体
識
別
酵
素
免
疫
測
定
法

疫
学
的
検
査
及
び
臨
床
検
査 

 

９ 

豚
の
豚
繁
殖
・
呼
吸
障
害
症
候
群
検
査
に
あ

て
は

血
清
学
的
検
査

間
接
蛍
光
抗
体
法
及
び

酵
素
免
疫
測
定
法

疫
学
的
検
査
及
び
臨
床
検
査 

 
 

 

豚
の
豚
流
行
性
下
痢
検
査
に
あ

て
は

血
清
学
的
検
査

中
和
試
験

遺
伝
子
学
的
検
査

疫
学
的
検
査
及
び
臨
床
検
査 

 
 

 

豚
及
び
い
の
し
し
の
豚
熱
検
査
に
あ

て
は

遺
伝
子
学
的
検
査

ウ
イ
ル
ス
学
的
検
査

血
清

学
的
検
査

酵
素
免
疫
測
定
法
及
び
中
和
試
験

血
液
学
的
検
査

疫
学
的
検
査
及
び
臨
床
検
査 

 
 

 

豚
及
び
い
の
し
し
の
ア
フ
リ
カ
豚
熱
検
査
に
あ

て
は

遺
伝
子
学
的
検
査

血
液
学
的
検
査

疫
学
的
検
査
及
び
臨
床
検
査 

 
 

 

家
き
ん
の
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
検
査
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
検
査
に
あ

て
は

血
清
学
的
検
査

酵
素
免
疫
測
定
法

寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応
及
び
赤
血
球
凝
集
抑
制
反

応

遺
伝
子
学
的
検
査

ウ
イ
ル
ス
学
的
検
査

疫
学
的
検
査
及
び
臨
床
検
査 

 
 

 

鶏
の
サ
ル
モ
ネ
ラ
・
プ
ロ

ラ
ム
に
よ
る
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
症
検
査
及
び
鳥
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ

症
検
査
に
あ

て
は

血
清
学
的
検
査

凝
集
反
応

 

 
 

 
蜜
蜂
の
腐
蛆そ

病
検
査
に
あ

て
は

細
菌
学
的
検
査

細
菌
培
養
及
び
脱
脂
乳
に
よ
る
試
験

遺
伝
子
学
的
検
査
及
び
臨
床
検
査

肉
眼
的
検
査

 

 
 

 

牛
及
び
水
牛
の
死
体
の
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
検
査
に
あ

て
は

酵
素
免
疫
測
定
法

ウ
エ
ス
タ

ン
ブ
ロ

ト
法
及
び
免
疫
組
織
化
学
的
検
査 

 
 

 

め
ん
羊
及
び
山
羊
の
死
体
の
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
検
査
に
あ

て
は

ウ
エ
ス
タ
ン
ブ
ロ

ト
法

及
び
免
疫
組
織
化
学
的
検
査 

 

10 

 

11 
 

 

12 
 

 

13 
 

 

14 
 

 

15 
 

 

16 
 

 

17 
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千
葉
県
告
示
第
百
七
十
五
号 

 
家
畜
伝
染
病
予
防
法

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

豚
及

び
い
の
し
し
の
豚
熱
の
予
防
注
射
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 

一 

実
施
の
目
的 

 
 

豚
熱
の
発
生
予
防
の
た
め 

二 

実
施
す
る
区
域 

 
 

県
内
全
域 

三 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
豚
及
び
い
の
し
し
で

各
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
た
も

の 

四 

実
施
の
期
日 

 
 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

各
家
畜
保
健
衛
生
所
長

が
そ
れ
ぞ
れ
指
定
す
る
日 

五 

注
射
の
方
法 

 
 

皮
下
又
は
筋
肉
内
注
射 

 

千
葉
県
告
示
第
百
七
十
六
号 

 

道
路
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た

 

 

そ
の
関
係
図
面
は

千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
市
原
土
木
事
務
所
に
お
い
て

令
和
六
年

三
月
十
九
日
か
ら
三
週
間

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

八
幡
菊
間
線 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 
 

間 

変
更
の
前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延 
 

 
 

 
 

 

長 

市
原
市
八
幡
字 

前 

八
・
三
八
メ

ト
ル
か
ら 

七
六
・
四
三
メ

ト
ル 

観
音
町
一

三 
 

一
〇
・
三
六
メ

ト
ル
ま
で 

 

一
二
番
二
地
先 

後 

九
・
四
五
メ

ト
ル
か
ら 

七
六
・
四
三
メ

ト
ル 

か

ら

字

山

王 
 

一
二
・
六
一
メ

ト
ル
ま
で 

 

一

五
三
六
番 

 
 

 

二
地
先
ま
で 

 
 

 
 

 

千
葉
県
告
示
第
百
七
十
七
号 

 

道
路
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た

 

 

そ
の
関
係
図
面
は

千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
千
葉
土
木
事
務
所
に
お
い
て

令
和
六
年

三
月
十
九
日
か
ら
三
週
間

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

一
般
国
道 

二 

路
線
名 

二
百
九
十
六
号 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 
 

間 

変
更
の
前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延 
 

 
 

 
 

 

長 

八
千
代
市
大
和 

前 

九
・
一
〇
メ

ト
ル
か
ら 

一
八
六
・
二
七
メ

ト
ル 

田
新
田
字
新
木 

 

一
一
・
一
〇
メ

ト
ル
ま
で 

 

戸
前
九
四
番
五 

後 

一
二
・
八
五
メ

ト
ル
か
ら 

一
八
六
・
二
七
メ

ト
ル 

地
先
か
ら
八
二 

 

三
一
・
二
二
メ

ト
ル
ま
で 

 

番
一
地
先
ま
で 

 
 

 
  

千
葉
県
告
示
第
百
七
十
八
号 

 

道
路
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
六
年
三
月
二

十
一
日
か
ら
次
の
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る

 

 

そ
の
関
係
図
面
は

千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
千
葉
土
木
事
務
所
に
お
い
て

令
和
六
年

三
月
十
九
日
か
ら
三
週
間

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

路 
 

 

線 
 

 

名 

供

用

開

始

の

区

間 

一
般
国
道
二
百
九
十
六
号 

八
千
代
市
大
和
田
新
田
字
新
木
戸
前
九
四
番
五
地
先
か
ら
八
二
番

一
地
先
ま
で 

  

千
葉
県
告
示
第
百
七
十
九
号 

 

道
路
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
六
年
三
月
二

十
日
か
ら
次
の
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る

 

 

そ
の
関
係
図
面
は

千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
君
津
土
木
事
務
所
に
お
い
て

令
和
六
年

三
月
十
九
日
か
ら
三
週
間

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 
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千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

路 
 

 

線 
 

 

名 

供

用

開

始

の

区

間 
県
道
小
櫃
佐
貫
停
車
場
線 

富
津
市
桜
井
総
称
鬼
泪
山
字
不
動
谷
五
番
四
五
地
先
か
ら
五
番
四

五
地
先
ま
で 

  

千
葉
県
告
示
第
百
八
十
号 

 

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

我
孫
子
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

我
孫
子
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

我
孫
子
都
市
計
画
下
水
道
事
業
我
孫
子
市
第
一
号
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
四
十
八
年
二
月
十
六
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 

千
葉
県
告
示
第
百
八
十
一
号 

 

千
葉
県
収
入
証
紙
規
則

昭
和
三
十
三
年
千
葉
県
規
則
第
十
二
号

第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
者
か
ら
千
葉
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
を
行
う
場
所
の
う
ち
の
一
部
の
場
所
を
廃
止
す
る
旨
届
出

が
あ

た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

売

り

さ

ば

き

人

の 

名

称 

売

り

さ

ば

き

人

の 

所

在

地 

廃

止

す

る 

売

り

さ

ば

き

の

場

所 

廃

止

年

月

日 

ト
コ

プ
ラ
ス
株
式

会
社 

東
京
都
江
戸
川
区
小

松
川
三
丁
目
四
番
一

号 

千

葉

市

中

央

区

新

町

一

〇
〇
〇
番
セ
ン
シ

テ

ビ
ル
デ

ン
グ
四

階 

令
和
六
年
一
月
四
日 

 

公

告 

 
 

 

公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
利
根
川
下
流
河
川
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

航
空
レ

ザ
計
測

 

三 

作
業
期
間 

令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

銚
子
市
及
び
香
取
郡
東
庄
町 

  
 

 

公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

千
葉
地
方
法
務
局 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

不
動
産
登
記
法
第
十
四
条
第
一
項
地
図
作
成

 

三 

作
業
期
間 

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
一
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

松
戸
市
千
駄
堀
及
び
松
戸
新
田 

  
 

 

公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

野
田
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

四
級
基
準
点
測
量

 

三 

作
業
期
間 

令
和
五
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

野
田
市
山
崎 

  
 

 
公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 
成
田
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

数
値
修
正 

レ
ベ
ル
二
千
五
百
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三 

作
業
期
間 

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
六
年
二
月
十
五
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

成
田
市
青
山

赤
坂

吾
妻

安
西

飯
田
町

飯
仲

磯
部

伊
能

江
弁
須

大

菅

大
袋

大
和
田

小
野

加
良
部

北
須
賀

北
羽
鳥

久
井
崎

公
津
の
杜

小
浮

桜
田

佐
野

猿
山

下
方

柴
田

宗
吾

高

高
岡

高
倉

竜
台

台
方

稲
荷
山

所

中
里

中

台

中
野

長
沼

名
木

名
古
屋

奈
土

七
沢

並
木
町

滑
川

成
井

南
平
台

西
大
須

賀

野
馬
込

橋
賀
台

は
な
の
き
台

不
動
ケ
岡

船
形

堀
籠

水
掛

南
羽
鳥

村
田
及
び
米

野 

  
 

 

公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

柏
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

三
級
基
準
点
測
量
及
び
四
級
水
準
測
量

 

三 

作
業
期
間 

令
和
五
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

柏
市
北
柏
台
及
び
根
戸 

  
 

 

公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 
谷 

 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
利
根
川
上
流
河
川
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

空
中
写
真
撮
影

航
空
レ

ザ
測
量
及
び
数
値
図
化 

レ
ベ
ル
五
百

 

三 

作
業
期
間 

令
和
五
年
八
月
二
十
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

柏
市
弁
天
下
及
び
我
孫
子
市
北
新
田 

  
 

 

公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

市
原
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

基
準
点
復
旧

 

三 

作
業
期
間 

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
六
月
三
十
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

市
原
市
潤
井
戸 

  
 

 

公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

市
原
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

基
準
点
復
旧

 

三 

作
業
期
間 

令
和
五
年
十
月
二
日
か
ら
三
十
一
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

市
原
市
有
秋
台
東 

  
 

 

公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

富
津
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

空
中
写
真
撮
影

 

三 

作
業
期
間 

令
和
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
二
十
五
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

富
津
市
全
域 

  
 

 

公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

袖
ケ
浦
市 

二 
作
業
種
類 

公
共
測
量

数
値
図
化 

レ
ベ
ル
千

 
三 
作
業
期
間 

令
和
五
年
十
月
二
十
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
四
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

袖
ケ
浦
市
三
箇

野
里
及
び
横
田 

  
 

 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
六
年
三
月
十
九
日
木
更
津
市
の
変
更
に
係
る
木
更
津
都
市
計
画
地
区
計
画
か
ず
さ
ア
カ
デ
ミ
ア

パ

ク
地
区
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ

た
の
で

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

千
葉
県
県
土
整
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備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
六
年
三
月
十
九
日
四
街
道
市
の
変
更
に
係
る
四
街
道
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
送

付
が
あ

た
の
で

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
公
園
緑
地
課
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

監

査

委

員

公

告 

 
 

 

千
葉
県
職
員
措
置
請
求
の
監
査
結
果
の
公
表 

 

地
方
自
治
法

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号

第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
次
の
千

葉
県
職
員
措
置
請
求
に
つ
い
て
の
監
査
結
果
を
令
和
六
年
二
月
二
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